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第 1回滋賀県再生可能エネルギー振興戦略検討委員会の結果概要について

１．開催概要

・日 時：平成 24 年 7月 24 日（火） 13:30～15:30

・場 所：厚生会館別館 4 階大会議室

・出席者：

[委員]来田委員、高村委員、中本委員、橋本委員、福江委員、堀尾委員（途中退席）、

安田委員、和田(幸)委員、和田(武)委員

[オブザーバー]近畿経済産業局、大阪ガス、関西電力、滋賀銀行

[県]堺井商工観光労働部長、水上地域エネルギー振興室長、ほか関係各課

２．議事

（1） 委員長および副委員長の選出について

→委員長に和田(武)委員、副委員長に堀尾委員を選出

（2） 滋賀県における再生可能エネルギーの現状と課題について

→事務局より、国のエネルギー政策の動向や滋賀県内の状況等を説明

（3） その他

→第 2 回開催は 8 月下旬を予定

３．主な意見（文責：滋賀県商工観光労働部地域エネルギー振興室）

【滋賀県の特徴】

・地域が主体となって市民共同発電所が始まった滋賀県は、先駆的な県である。固定価格買取

制度の下で先駆的な方策を構築できる能力を持った県である。

・エネルギー関連産業がこれだけ集積している地域は世界の中でも稀有であり、利点である。

【産業振興】

・産業活動を減らしてＣＯ2 を削減させると考えるのではなく、産業界の発展にも繋がるよう

な構造改革を進めていく必要がある。

・再生可能エネルギーを普及させていくこと自体が、県内の産業振興や企業支援に繋がる。

【省エネ・蓄エネの重要性】

・「創エネ（再エネ）」と同時に「省エネ」が重要である。太陽光パネルの設置など、創エネし

ていると省エネ意識も高まる。再生可能エネルギーの普及は重要だが、増え続けるエネルギ

ーに合わせて県内で創ることは難しい。両者が歩調を揃えて発展していくことが必要である。

・「創エネ」だけでなく、将来的には再生可能エネルギーを安定的に供給するための「蓄エネ」

も視野に入れるべきである。

【ファイナンス関連】

・ビジネスモデル、安心して投資できる仕組み、お金が回る仕組みを作るべきである。

・太陽光だけでなく小水力、バイオマスなど普及させなければならないものを、自治体が動い

て準備をすれば、多くのファンドも付いてくる。

資料２
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【地域における各主体の参画】

・再生可能エネルギーの普及が進むドイツやデンマークは、日本とは違い、地域が主体となっ

て取り組んでいる。また、ドイツの農村地域は食糧だけでなく、エネルギーの生産地として

変わりつつある。地域が主体となって普及がスムーズに進むようにすることが重要であり、

このことは１次、２次、３次産業を統合的に発展させていくことに有効な手段である。

・統計に載りにくい小規模（10kw 以下）な発電への投資について、自治会レベルまで議論が

広がり、データが蓄積されるようにする必要がある。そのためには、市民や実務者の参加が

必要である。

・コミュニティーが持つポテンシャルを活かすべきである。ＪＡや生協、森林組合などの組合

事業とも結び付いていくようにすべきである。

・金融機関の関わりも必要である。皆でお金を使おうという雰囲気までどのように持っていく

かを考えていくことが大切である。

・初期投資のお金の工面が大変であり、金融機関に協力してもらえるモデルが必要である。

【行政による支援の在り方】

・固定価格買取制度ができて、県のすべき支援の質は変わってくるのではないか。

・県内の中小企業は、再生可能エネルギーについて、どのような施策や補助金があるかについ

て情報収集を行っている段階であり、自社の事業展開の戦略を考えるところまで至っていな

い。先駆的な取り組みについての地道なＰＲが必要である。

・再生可能エネルギーを作り出すことに協力したいと思う人が、実際にどうしたらいいか、ど

こに行けばいいかが分かるようにしていただきたい。

・ファンドを組んで太陽光パネルを設置するなど、ファイナンス面での枠組み（お膳立て）は

既に出来ているが、公共施設に太陽光パネルを設置する場合、各自治体とも条例上の制約が

あって使いにくい。県関係施設の屋根を積極的に開放していただければと思う。

【戦略プランの検討】

・１年を通じた季節ごとの県内の使用電力量など、実数字を押える必要があり、それを踏まえ

て県内でどれだけの再生可能エネルギーの導入量が必要かを考える必要がある。

・2030 年の姿を描くにあたって、時間軸上のロードマップが必要である。

【その他】

・震災以降、エネルギー問題に対する県民の関心が高くなってきていると感じており、今後は

再生可能エネルギーでないと駄目だとの認識を持っている人が多い。

・固定価格買取制度の買取価格は収益が上がるように設定されており、コスト面を含めた条件

整備は揃ったものと理解している。

・地産地消のエネルギーシステムを創る場合、電気だけでなく「熱利用」の確保も重要である。

【次回の委員会について】

・固定価格買取制度が始まった中で、これまでの課題を踏まえ、どのような展開が出来るかと

いった視点で資料を整理し、次回に議論したい。

以 上


